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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年１月１５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２６年１月１６日 ０２時１０分ごろ 

発生場所 鹿児島県大隅
おおすみ

半島南西岸 

  鹿児島県南大隅町所在の立目
た つ め

埼灯台から真方位０３８°１,２００

ｍ付近 

（概位 北緯３１°０４.７′ 東経１３０°３９.７′） 

事故調査の経過 平成２６年１月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

砂利採取運搬船  第二誠光
せいこう

丸、４９９トン 

 １３６４３６、有限会社大道海運 

 ６４.４５ｍ（Lr）×１３.３０ｍ×７.２０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７４５kＷ、平成１２年９月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６１歳 

 五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日  昭和６１年１２月１８日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年９月２７日 

  免状有効期間満了日 平成２７年１０月３１日 

二等航海士 男性 ４３歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日  平成１７年７月１３日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２３年３月１日 

  免状有効期間満了日 平成２７年７月１２日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底に破口を伴う凹損及び擦過傷 

 事故の経過   本船は、船長及び二等航海士ほか３人が乗り組み、砂利約８７０㎥

を積み、船首約２.０ｍ、船尾約３.５ｍの喫水により、平成２６年１

月１５日２２時０５分ごろ、鹿児島県姶良
あ い ら

市加治木港を出港し、鹿児

島県屋久島町麦生
む ぎ お

沖に向かった。 

  二等航海士は、１６日０１時００分ごろ、鹿児島県指宿
いぶすき

市知
ち

林
りん

ヶ島

東方沖で一等航海士から船橋当直を引き継いで単独の当直に就き、約

１０ノットの対地速力で自動操舵により鹿児島湾笠瀬灯浮標沖の変針
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点に向けて南進した。 

  二等航海士は、操舵室で、立って船橋当直に当たっていたが、１２

海里（Ｍ）レンジとしたレーダー画面により、前方を確認したとこ

ろ、船舶の映像を認めなかったので、自動車のシート型の椅子に腰を

掛けた。 

本船は、二等航海士がいつしか居眠りに陥り、鹿児島湾笠瀬灯浮標

沖の変針点を通過し、０２時１０分ごろ、大隅半島南西岸の浅瀬に乗

り揚げた。 

  二等航海士は、乗揚後、直ぐに機関を停止し、昇橋した船長が、操

船を代わり、離礁作業等に当たった。 

本船は、０３時３０分ごろ自力離礁した後、鹿児島県いちき串木野

市のドックに向けて回航した。 

（付図１  事故発生経過概略図  参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力  １、視界 良好 

海象：海上  平穏、潮汐 上げ潮の初期、潮高  約２８cm 

 その他の事項 二等航海士は、船橋当直開始時、寝不足ではなく、眠気もなかっ

た。 

二等航海士は、ふだん、船橋当直中は立って当直を行っているが、

いつも船が多い海域なのに珍しく１隻もいなかったので椅子に腰を掛

けた。 

二等航海士は、レーダーの接近警報を設定していなかった。 

本船には、船橋航海当直警報装置がなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、鹿児島湾を自動操舵により南進中、単独で船橋当直中の二

等航海士が居眠りに陥ったことから、変針点を通過して大隅半島南西

岸の浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

二等航海士は、０１時００分ごろから単独の船橋当直に就き、前方

に他船を認めなかったので自動車のシート型の椅子に腰を掛けていた

ことから、緊張感が緩んで覚醒水準が低下し、居眠りに陥った可能性

があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、鹿児島湾を南進中、単独で船橋当直中の

二等航海士が居眠りに陥ったため、大隅半島南西岸の浅瀬に乗り揚げ

たことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・夜間、単独で船橋当直に当たる際は、立って操船するなどして居

眠りに陥らない措置をとること。 
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・レーダーの接近警報を利用すること。 

・船橋航海当直警報装置の設置を検討すること。 

 

付図１ 事故発生経過概略図 

 


